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  平成１５年３月２７日、「第三セクター等の状況に関する調査結果の概要第三セクター等の状況に関する調査結果の概要第三セクター等の状況に関する調査結果の概要第三セクター等の状況に関する調査結果の概要」と題する、 

地方公社・第３セクターの設立状況と経営状況に関する調査の結果概要が、総務省自治財 

政局地域企業経営企画室より発表された。 

  本稿では、この調査結果の概要と今後の第３セクターの在り方、その方向性を明らかに 

する。 

 

● 調査対象法人調査対象法人調査対象法人調査対象法人    

  今回の調査は、平成１２年度から実施している「第三セクターの状況に関する調査」（ 

調査対象：自治体の出資比率が２５％以上の商法および民法法人）に加え、昭和３０年代 

から３年に１度実施されている「地方公社等に関する調査」（調査対象：自治体が出資し 

ている商法・民法法人および地方住宅公社・地方道路公社・土地開発公社の法定三公社） 

が合わせて実施された。 

 調査対象は、平成１４年１月１日現在設立されている法人であるが、経営状況について 

の調査対象は、平成１４年７月１日における直近の財務諸表による。 

 

●  減少傾向にある設立状況減少傾向にある設立状況減少傾向にある設立状況減少傾向にある設立状況    

 平成１４年１月１日現在の地方公社・第三セクターは１０，１５９法人で、３年前の平 

成１１年１月１日現在時の１０，１３５法人に比べ、２４法人、０．２％の微増、また平 

成８年１月１日現在時の９，３４４法人に比べると、８１５法人、８．７％の増加となっ 

ている。 

 このうち、新たに設立された法人数をみると、昭和４８～４９年の「公有地の拡大の推 

進に関する法律」の施行に伴って多くの「土地開発公社」が設立された時期を除けば、近 

年では、平成４年に４６７法人が設立された時期をピークに、その後は減少する傾向にあ 

り、平成１３年も引き続き減少し、１４７法人となっている（図表１）。 

 

●  第３セクター等に対する自治体の出資・出捐状況第３セクター等に対する自治体の出資・出捐状況第３セクター等に対する自治体の出資・出捐状況第３セクター等に対する自治体の出資・出捐状況    

  地方公社・第３セクターに対する出資・出捐の総額をみると、５兆３，８４７億円であ 

る。このうち自治体の出資・出捐額は５７．３％、３兆１，０８７億円である。 

 自治体の出資・出捐額をみると、商法法人については３７．５％、１兆１，４３４億円 

であり、民法法人については７２．６％、９，７５２億円である。 

 ちなみに、地方三公社については１００％、９，９０１億円となっている（図表２）。 

 

●●●●  赤字経営といわれる第３セクターの真偽は赤字経営といわれる第３セクターの真偽は赤字経営といわれる第３セクターの真偽は赤字経営といわれる第３セクターの真偽は    

  第三セクター等として調査された対象法人は、①自治体の出資比率が２５％以上の商法 



 

 

・民法法人、②出資比率が２５％未満であるものの財政的支援（貸付金、損失補償）を受 

けている商法・民法法人、③地方三公社である。 

 対象法人は、①商法法人は２，６５１法人、②民法法人は４，４２３法人、③地方三公 

社は１，６８０法人の８，７８２法人（以下、「経営状況等調査対象法人」という。）で 

あるが、このうちから設立間もない等の理由から財務諸表が作成されていない２８法人を 

除いた８，７５４法人を調査対象としている。 

 第３セクター等の全法人をみると、５，６１２法人、６４．１％が黒字法人で、３，１ 

４２法人、３５．９％が赤字法人である。このうち、商法法人では黒字法人は１，７０３ 

法人、６４．２％、赤字法人は９４８法人、３５．８％である。また、民法法人では、黒 

字法人は２，９０１法人、６５．６％、赤字法人は１，５２２法人、３４．４％である。 

 一方、地方三公社では、黒字が１，００８法人、６０．０％、赤字法人は６７２法人、 

４０．０％である（図表３）。 

  なお、前回の調査でもほぼ同様な結果であった。 

  ちなみに、１９９９年版の国税庁統計年報書によれば、内国普通法人の経営状況につい 

て、利益計上法人の割合は１９９８年度は３２．８％（７６０，１８７法人）、１９９９ 

年度は３０．１％であるのに対して、欠損法人の割合は１９９８年度は６７．３％（１， 

６８８，５５０法人）、１９９９年度は６９．９％である。 

 第３セクターは、一般に、よく経営赤字であるといわれている。しかしながら、これら 

の調査結果にみるかぎりは、第３セクター等の黒字法人の割合は６４．１％、内国普通法 

人の黒字法人の割合は３０．１％であり、まさに両者は逆転状況にあることがわかる。 

 マスコミ等で批判されている第３セクターの経営破綻が多々あることは否定しないが、 

この統計資料による経営状況をみると、健気によく健闘しているといっもよいであろう。 

 

●  財政的支援の状況財政的支援の状況財政的支援の状況財政的支援の状況    

  ①自治体からの補助金交付①自治体からの補助金交付①自治体からの補助金交付①自治体からの補助金交付    

  第３セクター等のうち、自治体から補助金を交付されている法人は３，６３３法人（３ 

５．８％）であり、交付額総額は８，２６１億円となっている。うち、商法法人では５２ 

１法人（１４．１％）が、また民法法人では２，８３０法人（５９．３％）が、補助金が 

交付されている（図表４）。 

  このように、自治体から補助金等を交付されている法人は少なくない。このような補助 

金の交付状況をみて、ただちにこれらの法人がすべて赤字経営である、あるいは補助金が 

交付されていることによりかろうじて黒字経営が維持されているというような批判がしば 

しばされるが、補助金の交付と赤字経営の相関関係については、この調査結果では明らか 

ではない。そのような実態があることについては否定するものではないが、ただちに赤字 

経営と補助金の交付を短絡的に結びつけて批判することは早計であろう。 

 一般的に、自治体から補助金の交付を受けて運営されている団体は、自治会・町内会等 

の既存の組織をはじめ、文化団体やスポーツ団体、ＮＰＯ法人など数えれば無数にある。 

 自治体からの補助金の交付については、委託事業や委託業務等の対価やその一部として 

交付されたものかどうか、単に、経営赤字の穴埋めのために交付された補助金か、よく実 

態を踏まえた上で、財政支援の在り方について議論すべきである。 



 

 

  ②貸付金残高の状況②貸付金残高の状況②貸付金残高の状況②貸付金残高の状況    

 貸付金については１，２６５法人（１２．５％）が受けており、貸付金残高は４兆２， 

０９６億円となっている。うち、商法法人では３１０法人（８．４％）が、民法法人では 

４０２法人（８．４％）が、貸付金を受けている。 

 貸付金についても同様に、単に、経営赤字の穴埋めのために貸与された貸付金か、よく 

実態を踏まえた上で、財政支援の在り方について議論すべきである。 

  ③損失補償契約・債務保証契約の状況③損失補償契約・債務保証契約の状況③損失補償契約・債務保証契約の状況③損失補償契約・債務保証契約の状況    

  第３セクター等の金融機関等からの借り入れに関して、出資自治体が金融機関等と締結 

している損失補償契約に係る債務残高を有する法人および自治体が債務保証を行っている 

地方三公社（地方道路公社、土地開発公社）の法人は、１，６２３法人で、１６．０％と 

なっている。 

  特に地方三公社では、１，０９０法人、６４．８％と、その割合が高くなっている。 

  債務残高は、全体で１０兆４，２１４億円となっており、商法法人が３，００７億円、 

民法法人が２兆１，４６２億円、地方三公社が７兆９，７４５億円となっており、地方三 

公社の債務残高合計に占める割合は７６．５％となっている。 

 一般的に認識されている第３セクターについては、出資自治体が金融機関等と締結して 

いる損失補償契約に係る債務残高を有する法人および自治体が債務保証を行っている法人 

は少ないが、地方三公社、とりわけ、土地開発公社における損失補償契約債務保証契約の 

債務残高が高いことが特徴的であるといえよう。 

 

●  情報公開の取り組み・経営の点検評価情報公開の取り組み・経営の点検評価情報公開の取り組み・経営の点検評価情報公開の取り組み・経営の点検評価    

  ①第３セクター等の情報公開等の状況①第３セクター等の情報公開等の状況①第３セクター等の情報公開等の状況①第３セクター等の情報公開等の状況    

  第３セクター等のうち、経営状況等調査対象法人の８，７８２法人を調査対象としてい 

る。情報公開が積極的に行われている第３セクター等の割合は、合計で９３．３％となっ 

ており、大部分の第３セクター等の財務に関する情報が積極的に公開されている。 

 なお、都道府県の出資に係るものでは９６．９％、指定都市の出資に係るものでは９７ 

．０％、市区町村の出資に係るものでは９１．７％となっている。 

  自治体が条例・要綱等により情報開示を定めている第３セクター等の割合は４３．５％ 

となっている。 

 なお、条例・要綱等により情報開示を定めている第３セクター等の割合は、都道府県の 

出資に係るものでは７１．２％、指定都市の出資に係るものでは８３．４％、市区町村の 

出資に係るものでは３０．４％となっている（図表５）。 

  ②経営の点②経営の点②経営の点②経営の点検評価検評価検評価検評価    

  経営に関する有識者等から構成される委員会等により、定期的に経営の点検評価の対象 

となっている法人は、第３セクター等全体で１２．９％となっており、点検評価体制の整 

備は十分とはいえない。都道府県の出資に係るものでは２５．２％、指定都市の出資に係 

るものでは４９．６％、市区町村の出資に係るものでは５．６％が経営の点検評価の対象 

となっている。また、委員会等によらずに定期的に点検評価が行われている場合もある。 

 なお、自治体が出資する法人について経営に関する有識者等から構成される委員会等に 

より点検評価している委員会の例は、出資法人経営評価委員会（新潟県）、出資法人経営 



 

 

監理委員会（埼玉県）、北九州市外郭団体経営監理委員会（北九州市）、長岡外郭団体運 

営等検討会議（長岡市）などが代表的な例としてあげられる。 

  ちなみに、筆者は、新潟県の出資法人経営評価委員会の委員を委嘱されている。 

 

●    第３セクター等の統廃合などの状況第３セクター等の統廃合などの状況第３セクター等の統廃合などの状況第３セクター等の統廃合などの状況    

  第３セクター等の統廃合などの状況をみると、平成１１年から平成１３年までの３年間 

に、廃止が２８７法人、統合が１４８件（統合前３３０法人、統合後１４８法人）、出資 

引き揚げなどが２８件となっている。 

  その理由をみると、廃止の場合では「既に目的を達成したため」、統合の場合では「組 

織の効率化、経営の合理化等のため」、出資引き揚げなどの場合では「公的関与の必要性 

がなくなったため」などの理由によるものが多い（図表６）。 

 

●    第３セクター方式から市民参加による「ジョイントセクター」方式へ第３セクター方式から市民参加による「ジョイントセクター」方式へ第３セクター方式から市民参加による「ジョイントセクター」方式へ第３セクター方式から市民参加による「ジョイントセクター」方式へ    

  近年、第３セクターの経営破綻・経営失敗した事例が頻繁に新聞等で報道されている。 

これらの報道を通じて、一般に、第３セクターのほとんどすべてが失敗であると認識され 

ているが、これは大きな誤解である。それは前述の統計資料からも明らかである。経営破 

綻した事例の大半は、大規模な観光開発、リゾート施設、テーマパークなどである。これ 

らは、第３セクター方式ゆえに失敗したというわけではない。民間企業においてもこれら 

の大規模な開発事業は、経営破綻している例が多いことを考えれば理解できよう。 

 では、成功している第３セクターはあるのか。なぜ、成功しているのか。その秘訣は何 

か。成功の秘訣は、要約すると、次のような理由があげられる。①典型的な第３セクター 

と呼ばれる施設整備から管理運営までを一貫して事業実施したタイプ（このタイプでも成 

功例はある）のものよりは、公共事業等により整備された施設の管理運営を主体としたタ 

イプのもの、②小規模ではあるが地域住民ニーズに合致したもので、複合多機能的な要素 

をもつもの、③経営センスの豊かなリーダーの存在、④事業計画や資金計画が綿密に検討 

されたもの、⑤他の類似的施設等の単なるものまねではなく、独自性・独創性を備えたも 

のが成功しているといえる。 

  一方、失敗して経営破綻した第３セクターの多くは、この成功要因の逆を考えれば理解 

できよう。「大規模で」「地域のニーズに乏しい」「経営センスの欠如したリーダー」「 

ずさんな事業計画」「模倣的な施設」などの諸点が当てはまるといっても過言ではない。 

 これらの事例の詳細については、拙著『都市・地域政策と公民連携・協働―ＰＰＰ・Ｐ 

ＦＩ・ＮＰＯ・基金・公益信託・第３セクターの研究―』（地域計画研究所、２００２年 

、３月）を参照されたい。 

  今後の地域活性化・地域振興を図る上で、ＮＰＯやＰＦＩ事業の現状や進展状況をかん 

がみると、第３セクターの役割・機能は再評価されるであろう。 

 しかしながら、これまでのような自治体と企業を中心にした、いわゆる古いタイプの第 

３セクター方式ではなく、ＮＰＯ法人にみられるような市民活動を主体とした、市民参加 

を取り入れた「市民参加」型の新しいタイプの「市民」と「自治体」と「企業」との三者 

間の連携・協働、すなわち「ジョイントセクター方式」が新しい潮流となる（図表７）。 

 


